
現 場 説 明 書 

１ 業 務 名 船越保育園耐震診断業務委託 

２ 監 督 員 都市部 建築計画課   

 

説 明 事 項 

1. 入札等に関する事項について 

(1) この業務の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、業務委託契約書又は業務委託請書(以下「契約書等」と

いう。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、

契約履行規則及び工事等検査規則（以下「契約規則等」という。)に従って行う。 

(2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約

書等若しくは契約規則等の内容又は施行場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないの

で、入札等前に十分究明すること。 

2. 前払金について 

前払金  する しない 

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。 

3. 部分払について 

部分払  する(   回以内) しない 

4. 継続事業に係る業務の各会計年度別支払限度額について 

(1) 継続事業に係る業務の各会計年度における委託代金額の支払限度額及び前払金の割合は、次のとおりである。 

会計年度 
支払限度額 

（委託代金額に対する割

合） 

前払金 

初 年 度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 委託代金額 の  ％ 

第 ２ 年 度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 委託代金額 の  ％ 

第 ３ 年 度（   年度）   ％ 支払限度額 ・ 委託代金額 の  ％ 

(2) 各会計年度における委託代金額の支払限度額は、受託者決定後業務委託契約書を作成するまでに受託者に通知

する。 

5. 契約に関する事項について 

(1) 設計図書関係 

ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。 

イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合

を除き、受託者の責任において定めること。 

ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合

にあっては、別冊とすること。 

(2) 提出書類関係 

ア 委託代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内) 

  提出不要 

イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内) 

  提出不要 

ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。 

エ 現場代理人及び 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。 
主任技術者等届 



オ 下 請 負 者 届 下請負を発注の都度、提出すること。 

カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。 

(3) 監督員通知関係 

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知

する。 

(4) 支給材料、貸与品関係 

ア 支 給 材 料 あり なし 

イ 貸 与 品 あり なし 

(5) 条件変更等の関係 

業務の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係の

みでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。 

(6) 設計変更等の関係 

必要により業務内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なも

のは監督員の指示により業務内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、履行期間の末に行う。 

(7) 部分引渡し関係 

部分引渡し指定部分 あり なし 

6. テクリスの登録について 

受託者は、受注時又は変更時及び完了時において委託代金額が 100 万円以上の業務について、測量調査設計業務

実績情報サービス（TECRIS）入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、（一財）日本建設情報総

合センターに登録申請しなければならない。 

ただし、建築関係業務においては、対象外となる場合があるので監督員と協議すること。 

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受託者に届いた際には、直ちに監督員に提出し

なければならない。 

登録申請の期限は、次のとおりとする。 

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。 

(2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後10日以内とする。 

(3) 施行中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出

しなければならない。 

(4) 変更時と完了までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとす

る。 

7. 下請負者について 

下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。 

8. 一括下請けの禁止について 

受託者は、本業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

9. 技術的事項について（別紙） 

 



－１－ 

 

業 務 委 託 仕 様 書 

業務名 船越保育園耐震診断業務委託 

施行場所 横須賀市船越町６丁目 69番地 

履行期間 令和６年２月２日 

 

委託概要 本業務は、船越保育園耐震診断業務 

を委託するものである。 

 

 

注意事項 ・周辺道路及び指定場所以外は、駐車を含め使用を禁止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



耐震診断業務委託仕様書  

 

１．適用  

この仕様書は、軽量鉄骨造建築物の耐震診断業務の委託に適用する。  

 

２．準拠する耐震診断基準  

本業務は、次の「■」印が付いた基準を準拠して耐震性を判定する。  

■「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修

指針・同解説（2011 年改訂版）」（一財）日本建築防災協会  

■「軽鋼構造設計施工指針・同解説（2002 年）」（一社）日本建築学会  

 

３．業務内容  

本耐震診断の業務内容は、別に定める耐震診断要領によるものとする。  

 

４．耐震診断実施施設  

別紙１に定める施設とし、建物ごとに提出図書をまとめる。  

 

５．業務計画書  

受託者は、契約締結後速やかに業務計画書を作成し、監督員に提出し承諾を

受けなければならない。  

業務計画書には次の内容を記載する。  

（１）主たる調査場所、方法、使用機器及び使用材料  

（２）実施工程表  

（３）主任技術者は一級建築士取得後２年以上の耐震診断実務経験者とし、

構造計算を行う作業スタッフ（一級建築士または二級建築士取得者、

又はこれらと同等の資格で、監督員の承諾を得たものとする。）にあ

っては、その氏名及びその業務経歴を事前に提出し承諾を受けるこ

と。  

（４）その他必要な事項  

 

６．守秘義務  

受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 

７．貸与品等  

本市は、受託者が業務を行うにあたって必要とする資料を提供するものと

し、受託者はその資料の管理については充分注意する。  

 



８．協議等  

この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して定め

るものとする。  

 

９．業務報告書  

報告書の作成に当っては、調査内容の統一性、整合性を保ち、報告内容をま

とめ、別紙２により提出するものとする。  

 

 

 

 

  



別紙１  

耐震診断実施施設  

 

 

施設名  所在地  
構造  

階数  
延床面積  建設年度  

船越保育園  

 

 

 

 

 

 

 

船越町 6 丁目 69 番地  軽量鉄骨造  

平家  

480.27 ㎡  Ｓ53 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



別紙２  

耐震診断業務報告書  

（■：提出図書を示す）  

 

 名称  様式  部数  備考  

■  業務計画書  Ａ４  ２  承諾後、１部返却  

■  耐震診断結果報告書  Ａ４  ２  黒表紙金文字製本  

 ■  経年劣化調査    （注１）  

 ■  形状指標検討     

 ■  入力準備計算     

 ■  既存建築物の耐震診断     

 ■  補強案     

 ■  予備調査     

 ■  本調査     

■  入力・出力データ  Ａ４  ２  （注２）  

■  図面再生  Ａ２  １  （注３）  

■  耐震診断評価書（写）  Ａ４  １   

 

※   診断の速報値を８月下旬までに報告すること。  

※   提出物は、まとめて提出も可とする。１冊の厚みは 8cm 程度とし、それを

超える場合は分冊とすること。  

注１  黒表紙金文字製本は、施設毎に作成し、完成検査後に提出すること。  

注２  入力・出力データは、CD 等の記録媒体で提出する事により１部とするこ

とができる。  

注３  図面再生は、原図のほか CAD（AutoCAD2010 で正常に読み込めるもの）

で作成したデータを提出すること。  

※   記録媒体、ファイル形式については別途協議とする。  



耐震診断要領 

 

１．適用 

この要領は、軽量鉄骨造建築物の耐震診断業務に適用し、本耐震診断の業務内容は別

紙３のとおりとする。 

 

２．予備調査 

（１）建築物の概要 

・建物の名称、所在地、現在の用途、設計者、施工者、設計年、竣工年 

・建物の構造規模、構造形式 

（２）関係図書の有無 

・一般図、構造図、構造計算書、地盤調査報告書 

（３）建築物の履歴 

・使用履歴、増改築・大規模な模様替えの有無、経年劣化、被災の有無 

 

３．本調査 

（１）履歴調査 

・予備調査の内容を現地で確認する。 

（２）外観調査 

・目視により発錆等の劣化部状況を調査する。 

・たわみ、建物の傾斜、不同沈下などが観察された場合は実測する。 

・劣化部等は写真撮影し記録する。 

（３）軸組および部材寸法調査 

・柱スパン、階高などの軸組寸法および柱・梁・ブレースなどの部材寸法を計測

し、設計図書との相違を調査する。 

（４）接合部の調査 

・柱・梁・ブレースなどの接合部について、接合部の形状ごとに１か所以上調査

をおこなう。 

・溶接接合部の調査は、溶接種別、隅肉溶接部のサイズと溶接長の測定、ダイア

フラムの有無などを調べる。 

・ボルト接合部の調査は、ボルトの種類、径、本数を調べる。 

（５）柱脚の調査 

・柱脚のアンカーボルトの径と本数、ベースプレートの板厚と形状、ベースプレ

ートと柱の接合状況などを柱脚の形状ごとに 1か所以上調べる。 

・柱脚がコンクリートで被覆されている場合には、被覆コンクリートをはつり調



査をおこない、調査箇所の補修はポリマーセメント又は無収縮モルタルを充

填する。 

（６）腐食部の調査 

・軽量鉄骨造では板厚が薄いための錆による板厚の減少や断面欠損箇所を調査

し、実態を診断に反映する。 

 

４．診断における留意点 

・部材断面の曲げ耐力の計算には、断面係数 Z を使用する。 

・鋼材の基準強度は、Fy＝258N/mm2、Fu＝400N/mm2 とする。 

・部材・接合部の靭性指標については 1.3 を上限とする。 

 

５．補強案の作成 

耐震性能の判定の結果、「地震の震動および衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険

性がある。又は高い。」となった場合には、簡略な補強案を作成し、その効果を確認す

る。 

その際、敷地及び建物内の補強工事における障害の有無も検討する。 

 

６．図面再生 

（１）意匠図 

・案内図、配置図、各階平面図、立面図 

（２）構造図 

・伏図、軸組図 

 

７．耐震診断評価書の取得 

耐震診断結果について、「横須賀耐震判定委員会」による評価を取得すること。 

 

 

  



別紙３ 

耐震診断業務内容 

（■：業務内容を示す） 

 

船
越
保
育
園 

   

備  考 

予備調査 ■     

本
調
査 

履歴調査 ■     

外観調査 ■     

軸組および部材寸法調査 ■     

接合部の調査 ■     

柱脚の調査 ■     

腐食部の調査 ■     

      

      

      

      

耐震診断 ■    精密診断 

図面再生 

意匠図 ■     

構造図 ■     

耐震診断業務報告書 ■     

耐震診断評価書 ■    （注１） 

注１ 判定委員会手数料（￥385,000円（税込））は受託者負担とする。 


